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自治体の海外拠点設立について
がら候補先について情報提供。
２）情報提供後、利用者の現地視察時のアテンド及び通訳対
応の支援実施。
製造業以外の支援も対象であるため、商品の輸出支援も実
施。直近では島根の地酒の輸出をサポートし、当社セミナー
ルームにてプレスを招待し新酒発表会を実施いたしました。

●案件開拓の取り組み
展示会情報の提供・アテンド、県内企業海外視察ミッション
のアテンド、日系企業との取引や合弁に興味があるタイローカ
ル企業を定期的に訪問しニーズの掘り起こしを行っています。
年 3回程度島根に担当が出張し、県内企業の海外進出に
関するマインドやニーズを拾い起こすための勉強会やミニセミ
ナーを行っています。（企画・コーディネート・講師を担当）
　今回は、自治体の海外拠点の状況と当社の取り組みを紹介
させていただきました。各自治体も様 な々海外展開の支援を
行っておりますので、必要に応じて上手くご活用ください。
　また、皆様の親会社が本社を置く日本の自治体でもアセア
ンへの拠点設置事業を検討している・取り組みに興味がある
というような話がありましたら、ぜひご一報いただけますと幸
いです。
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　近年、自治体の海外拠点設立が活発となっております。多
くの自治体が外国人観光客誘致、地場産品の海外販路開拓
などの活動を行っています。また、地域経済活性化のために
地元中小企業の海外展開を積極的に支援し、いかに外需を取
り込むか。成長著しい新興諸国の市場を対象に自治体も支援
策を考えています。
　当社が拠点を構えるタイも例外ではありません。成長著しい
東南アジアの中心に位置するという地理的な優位性、製造業
のみならず幅広い日系企業が進出している事、訪日旅行者が
増加している点などから海外現地拠点をタイに構えASEAN
全域を活動範囲とする自治体が増加しております。自治体の海
外拠点には、大きく分けて以下の3つの形態が考えられます。

①独自事務所型
自治体が海外に職員を駐在させて単独
または共同で事務所を設置運営しているもの
②機関等派遣型
JETRO等の他機関が運営する海外事務所等に
駐在員として職員を派遣しているもの
③業務委託型
自治体職員は駐在せず、現地企業等に業務を
委託しているもの

　コストが抑えられ、自治体職員では対応が難しい専門的な
経済案件やマンパワーが必要な事案に対応できることから業
務委託型を選択する自治体がタイでは増加しております。
　AAPグループは、タイ・ベトナム・インドネシア・インド・メ
キシコと各国にグループ拠点を構えている事、2004 年の創業
以来 400 社を越える多くの日系企業の進出支援を行ってきた
事を評価いただき現在では、島根県・鳥取県・大阪府より業
務委託を受け各自治体の現地拠点として業務を提供しており
ます。
　今回は、2014 年 9月より業務を行っている島根・ビジネス
サポート・オフィスの支援内容を簡単に紹介させていただきま
す。本業に隣接する既存進出企業や新規進出企業への情報
提供やサポートは当然ながら直接投資以外の支援も行ってお
ります。

●生産委託・外注先開拓の要望
１）BOI・工業省・その他関連団体のネットワークを利用しな
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タックスルーリング 

Asia Alliance Partner Co., Ltd. 

ค ำน ำ 始めに 

จดหมายขา่วฉบบันี้จดัท าขึน้เพือ่เป็นขอ้มลูอา้งองิในการท างานดา้นบญัชี

และภาษทีีบ่รษิทัญีปุ่น่ซึง่ด าเนินธุรกจิในไทยมกัตอ้งประสบ โดยได้

รวบรวม ขอ้หารอืกบักรมสรรพากรทัง้ในอดตีและปจัจุบนั หวัขอ้ใน

จดหมายขา่วในแต่ละฉบบัจะมกีารคดัเลอืกใหเ้หมาะสมโดยมเีนื้อหา

เกีย่วกบัปญัหาต่างๆทีบ่รษิทัญีปุ่น่ในไทยมกัตอ้งเผชญิ โดยทางบรษิทัยงั

ไดใ้ชข้อ้มลูเหล่านี้ในการอา้งองิดว้ย ทางบรษิทัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าขอ้มลู

เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัทุกท่านไมม่ากกน้็อย 

当タックスルーリングはタイで事業活動を行う日系企

業が直面する税務上の問題の解決を助けるため、現

在・過去の税務規定やタックスルーリングを紹介・解

説したものです。論点は毎号ランダムに選んでおりま

すが、取り上げた内容は多くの日系企業で解釈に困っ

ている事項であり、かつ私共専門家も参考にしており

ます。日系企業の皆様のタイでの事業運営の少しでも

お役に立てれば幸いです。  

タイビジネス関連法令  

Asia Alliance Partner Co., Ltd. 

Volume 26 กฎหมายส าหรบัการเปิดกจิการในประเทศไทย 

ค ำพพิำกษำฎกีำที ่ 569/2547 最高裁判所判例 第569/2547号 

ลูกจ้ำงท ำงำนกับนำยจ้ำงติดต่อกนัมำประมำณห้ำปีเศษตัง้แต่วันที่ 13 

พฤศจกิำยน 2538  ถงึวนัที ่17 มนีำคม 2544 ต่อมำนำยจำ้งท ำสญัญำใหม ่ 

มีข้อควำมระบว่ำลูกจ้ำงเริ่มท ำงำนตัง้แต่วันที่ 17 มีนำคม 2544 และ

ก ำหนดสิ้นสุดกำรท ำงำนตำมสญัญำวนัที่ 15 มถุินำยน 2545 หรอืสิ้นสุด

งำนโครงกำร เมื่อก ำหนดเวลำลิ้นสุด  สญัญำเป็นอนัเลกิต่อกนั  ไม่ต้อง

บอกกล่ำวล่วงหน้ำ กำรเลกิจำ้งตำมสญัญำนี้ นำยจำ้งไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย

และลูกจ้ำงไม่มสีทิธิเรยีกค่ำชดเชยจำกนำยจ้ำง  เห็นได้โดยชดัแจ้งว่ำมี

วตัถุประสงคท์ีจ่ะหลกีเลีย่งไมจ่่ำยค่ำชดเชยใหแ้ก่ลกูจำ้งตำมสทิธทิีพ่งึไดร้บั

ตำมพรบ.คุม้ครองแรงงำนฯ มำตรำ 118 ขดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยตกเป็น

โมฆะ   

従業員が1995年11月13日から2001年3月17日まで5年間

余り雇用主と一緒に勤務してきたが、雇用主は新たに

雇用契約を締結し、当該従業員が2001年3月17日から

勤務し、2002年6月15日に勤務を終える又はプロジェ

クト業務終了と雇用契約書に記載した。雇用契約期間

が満了すれば、予告なして雇用契約は終了するが、雇

用主はこの契約に基づく解雇で従業員に解雇手当を支

払う必要がなく、従業員も雇用主に対して解雇補償金

を請求する権利はない。これは明らかに労働者保護法

第118条に基づく解雇手当の支払いを回避する目的

で、平和と秩序に反するために無効である。 

 

審査結果 
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<参考> 

事実内容 

原告は、被告の会社で1995年11月3日から2001年3月17

日までの5年弱、勤務した。雇用主である被告は、労

働者である原告と期間の定めのある新たな雇用契約を

締結した。本契約にて、労働者が2001年3月17日から

勤務を開始し、本契約終了が2002年6月15日までまた

は会社のプロジェクト業務終了までとなり、また雇用

期間終了において、当事者双方が事前通知する必要は

なく、本契約が終了となることを定めた。被告は、原

告が被告の労働者として1年弱勤め、本雇用契約の終

了により、原告に解雇補償金を支払う必要はなく、こ

れに対し、原告が解雇補償金請求権を有しないことを

原告も十分に理解した、と主張した。 

 

労働裁判所の判断 

被告（雇用主）が、勤続6年以上10年未満の原告（従

業員）に対し、解雇補償金を支払わず契約を終了した

ことについては、裁判所は、被告が原告に最終賃金の

240日分以上、あるいは、527,200バーツの解雇補償金

および提起日から支払完了日までの年率15％を支払う

よう、命じた。 

最高裁判所の審議 

被告が、原告と上記の内容で新たな雇用契約を締結し

た行動が、労働者である原告が労働保護法第118条に

基づく解雇補償金の支払いを回避する目的と考えられ

るため、（法律によって明白に禁止された、公序良俗

に反する目的を持った行為は、無効となると規定あ

る）民商法典第150条に基づき公序良俗に反するとみ

なされ、当該契約は無効とされる。 

また、労働者の勤務期間の計算は、（使用者が労働者

に対し果した業務内容及び各雇用期間の間の休止期間

の長さに関わらず、全ての労働時間を合計すると規定

ある労働保護法第20条に基づき）以前の雇用契約の期

間を遡って計算しなければならない。とすると、原告

の場合、勤務期間は6年以上10年未満となる。した

がって、労働裁判所が、労働者である原告人が労働保

護法第118条に基づき最終賃金の240日分以上の解雇補

償金を受領する権利を有すると判断したことは合法

で、被告人の控訴内容が不合理である、と最高裁判所

は審議した。  

〈อำ้งองิ〉 

ข้อเทจ็จริง 

โจทกไ์ดเ้ขำ้ท ำงำนใหก้บัจ ำเลยตัง้แต่วนัที1่3 พฤศจกิำยน 2538  ถงึวนัที ่
17 มนีำคม 2544 เป็นเวลำ 5 ปีเศษ จ ำเลยผูเ้ป็นนำยจำ้งไดท้ ำสญัญำจำ้ง
งำนใหมท่ีม่กี ำหนดระยะเวลำกบัโจทกผ์ูเ้ป็นลูกจำ้ง โดยในสญัญำฉบบันี้มี
เนื้อควำมระบุว่ำ ลูกจ้ำงได้เริม่ท ำงำนเมื่อวนัที่17 มนีำคม 2544 และให้
สญัญำสิน้สุดลงเมือ่วนัที1่5 มถุินำยน 2545 หรอืสิ้นสุดงำนโครงกำร และ
เมือ่ระยะเวลำจำ้งสิน้สุดลงแลว้ ใหส้ญัญำจำ้งเป็นอนัสิน้สุดโดยทัง้สองฝ่ำย
ไมจ่ ำตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ จ ำเลยโตแ้ยง้ว่ำ โจทกท์ ำงำนเป็นลูกจำ้งของ
จ ำเลยเพยีงระยะเวลำปีเศษ ไม่จ ำต้องจ่ำยค่ำชดเชยเลกิจ้ำงใหก้บัโจทก ์
และโจทก์ก็เข้ำใจด้วยดีว่ำ กำรดังกล่ำว โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่ำชดเชยเลกิจำ้งได ้

 
 
ค ำตดัสินของศำลแรงงำน 

กำรทีจ่ ำเลย(นำยจำ้ง)ไดเ้ลกิจำ้งโจทก์(ลูกจำ้ง)ซึ่งท ำงำนตดิต่อกนัมำ 6 ปี 
แต่ไมค่รบ 10 ปี โดยไมจ่่ำยค่ำชดเชยเลกิจำ้ง ศำลพพิำกษำให ้จ ำเลยจ่ำย
ค่ำชดเชยเลกิจำ้งไมน้่อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยจ ำนวน240 วนั หรอื เป็น
เงนิ 527,200 บำท พร้อมดอกเบี้ยอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนัฟ้อง
เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสรจ็แก่โจทก์ 

 

ค ำตดัสินของศำลฎีกำ 

กำรที่จ ำเลยมีกำรท ำสญัญำจ้ำงงำนใหม่กับโจทก์โดยมีเนื้อควำมตำม
ขำ้งตน้ เป็นทีเ่หน็ไดว้่ำ มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะหลกีเลีย่งกำรจ่ำยค่ำชดเชยเลกิ
จำ้ง ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน มำตรำ 118 ถอืไดว้่ำ เป็นกำรขดัต่อ
ควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
มำตรำ 150 (ทีร่ะบุว่ำ กำรใดมวีตัถุประสงค์ เป็นกำรต้องหำ้มชดัแจง้โดย
กฎหมำยที่เป็นกำรขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน กำรนัน้เป็นโมฆะ) สญัญำดงักล่ำว จงึตกเป็น โมฆะ 

นอกจำกนี้  ในกำรค ำนวณระยะเวลำท ำงำนของลูกจ้ำง จะต้องนับ
ระยะเวลำของสญัญำจ้ำงเดิมรวมเข้ำไปด้วย (ตำมกฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำน มำตรำ 20 ที่ระบุว่ำ ไม่ว่ำนำยจ้ำงจะให้ลูกจ้ำงท ำงำนหน้ำที่ใด 
และกำรจ้ำงแต่ละช่วงมรีะยะห่ำงกนัเท่ำใดก็ตำม ให้นับระยะเวลำกำร
ท ำงำนทุกช่วงเขำ้ดว้ยกนั ) เช่นนี้ ระยะเวลำกำรท ำงำนของโจทก์จงึเป็น 
6 ปีแต่ไมค่รบ 10 ปี ดงันัน้ กำรทีศ่ำลแรงงำนตดัสนิว่ำ โจทก์มสีทิธไิดร้บั
ค่ำชดเชยไมน้่อยกว่ำ 240 วนันัน้ ศำลฏกีำพจิำรณำว่ำ ชอบโดยกฎหมำย
แลว้ ค ำอุทธรณ์ของจ ำเลยนี้ฟงัไมข่ ึน้  
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法人税（取締役のために生命保険料を支払う場合）  

（歳入法典第65条第3稿(3)および(13) ） 

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล กรณบีรษิทัจ่ำยเบีย้ประกนัชวีติใหก้รรมกำร  

(มำตรำ ๖๕ ตร ี(๓) และ (๑๓) แห่งประมวลรษัฎำกร) 

บรษิทั A แจง้ว่ำ บรษิทั A ไดเ้สนอผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ ใหแ้ก่ลูกคำ้ซึ่ง
เป็นบริษัท โดยเป็นกำรประกันบุคคลส ำคัญที่เป็นผู้บริหำรระดับสูง 
เจ้ำของกจิกำร ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งส ำคญั หรือพนักงำนที่มหีน้ำที่หลกัใน
บรษิทัดงักล่ำว โดยบรษิทัลูกค้ำจะก ำหนดนโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ไมเ่ลอืกท ำเฉพำะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มกี ำหนดระยะเวลำช ำระเบี้ยประกนั 
๖ ปี ในควำมคุ้มครอง ๑๐ ปี บรษิัท A จงึขอทรำบว่ำ กรณีที่ลูกค้ำของ
บรษิทั A ซื้อประกนัชวีติฉบบัใหมเ่พิม่เตมิใหแ้ก่กรรมกำรหรอืบุคคลส ำคญั
ของกจิกำร ลูกค้ำของบรษิัท A จะน ำค่ำเบี้ยประกนัชวีติดงักล่ำวมำเป็น
รำยจ่ำยของกจิกำรเพือ่ค ำนวณภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ไดห้รอืไม ่ 

A社によると、A社は会社法人である顧客に生命保険商

品を提案した。この生命保険は上級管理職、事業主、

会社の重役又は主要な役職を担う従業員が対象にな

る。顧客の会社では特定の人物だけを対象としたもの

ではなく会社の方針として文書化し設定する。保険の

保証期間は10年間で、保険料の納付期間は6年間であ

る。A社の顧客が会社の取締役又は重役のためにこの

新しい保険商品を購入した場合、その保険料は法人税

を計算する際に会社の経費として計上することは可能

かどうか教えて頂きたい。  

相談事項 ข้อหำรือ 

審査結果 
国税局は次のように回答する。A社の顧客が自社の取

締役の生命保険料を支払う場合、A社の顧客の福利厚

生に関する規定に従って会社方針として全ての取締役

の生命保険料を支払うのであれば、A社の顧客は法人

税納付のための純利益計算においてその生命保険料を

経費として計上する権利があり、歳入法典第65条第3

稿 (3) と (13) によって禁止されていない。  

แนววนิิจฉัย 
 กรมสรรพำกร ขอเรยีนว่ำ กรณีลูกคำ้ของบรษิทั A ไดจ้่ำยค่ำเบี้ยประกนั
ชวีติแทนกรรมกำรของตน หำกเป็นกรณีทีลู่กคำ้ของบรษิทั A ต้องจ่ำยให้
กรรมกำรทุกคนเป็นกำรทัว่ไป ตำมนโยบำยที่เป็นไปตำมระเบียบ
สวสัดกิำรของลูกค้ำของบรษิัท A แล้ว ลูกคำ้ของบรษิทั A มสีทิธนิ ำเบี้ย
ประกนัชวีติทีจ่่ำยนัน้ มำถอืเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธเิพื่อเสยี
ภำษีเงนิได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ำมตำมมำตรำ ๖๕ ตร ี(๓) และ (๑๓) 
แห่งประมวลรษัฎำกร  
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お客様に 関心のある法律を簡潔にご説明します。

Pakinnaka法務
Pa k i n n a k a  o f  L e g a l  A f fa i r s

はじめに
　前回、商標登録に関する条件について、述べさせて頂きまし
た。今回は、読者が知っておくべき商標登録後に取得する権
利を紹介させて頂きたいと思います。 
　基本的に商標登録申請においては、ご認識のとおり、先に
申請をおこなった者に有利な権利があります。なお、当該商標
登録者の権利は、商標登録申請日から保護期間10 年間有効
であり、保護期間が期限となったとき、都度期間を更新するこ
とができます。更新しないとき、保護期間は終了します。

 商標登録完了後に商標所有者が有する権利

　商標登録した商標所有者は、次の権利を有します。
1. 民事に関する権利
1.1 既に登録した商標使用の独占権（商標法第44条）
＜独占権を侵害するとみなされた判例>
　"LEMON GREEN"という商標の所有者が、ライセンシーと
の間で商標使用許可契約を締結し、管轄機関に商標使用許可
の登録をしなかった。所有者が商標使用許可終了の通知をし
た後、所有者が、商標を使用し続けたライセンシーに対し、第
44 条に基づき自分の商標を使用した者を提訴する権利を有す
る。その後、商標を表示する看板に "LEMON"という文字を
取り外したものの、その看板は、一般人が見ると、看板の不具
合の原因で文字が消えたと誤認識する可能性があるため、所
有者の商標の独占権を侵害するとみなされる。

1.2 登録した商標における権利を侵害した者がいる場合の
 提訴権及び損害賠償請求権（商標法第46条）
＜第 46 条第1段落に基づき権利侵害とみなされた判例＞
　商標所有者は、登録しない商標を模倣され、誠実な権利行
使とされている旨の抗議を行ったが、登録をしない所有者は、
商標登録をした所有者ほどの権利を有さない。登録をしない所
有者は、商標使用者を商標使用及び商標登録で提起する権利
を有せず、商標の使用または権利侵害することを防ぐことがで
きない。

1.3 同一または類似の商標の使用を認めていない第三者が
 商標使用防止権（TRIPs協約第16条（1））

2．刑事に関する権利
2.1 商標の偽造者に対する起訴権（商標法第108条）
　本条は、他人が国内にて登録した商標を偽造した者は、禁

今月のテーマ：商標登録後の権利
錮 4 年間未満または罰金40万バーツ未満、あるいは、その
併科に処すると定められています。また、刑法第 273 条は、
国内及び国外に登録した商標を偽造した者が禁錮 3年間未満
または罰金 6,000バーツ未満またはその併科に処すると定め
られています。他人の商標を偽造し、商標を含む商品の販売を
する者または販売をするために商標を含む商品を有した者は、
刑事事件として起訴される可能性があります。 
　なお、国内に商標を登録した場合は、商標法に基づき保護
され、商標法第108 条を特定処罰規定とし、刑法典に基づく
処罰を併せる必要はありません。

2.2 商標の模倣者を起訴する権利（商標法第109条）
　他者の商標と思わせるために、国内に商標登録した者の商
標を模倣する者に対して、禁錮 2年未満または罰金 20万バー
ツ未満、あるいは、その併科に処するとと定められています。
当該規定は、国外及び国内の商標登録を保護する刑法典の第
274 条の規定内容に一致します。

2.3 商標の偽造または模倣による利益追求
 （商標法第110条）
　第108 条に基づく商標偽造または第109 条に基づき商標
模倣したものを付した商品を①タイに輸入する者、②販売す
る者、③販売促進の目的で所持する者、または④販売目的で
所持する者、⑤役務の提供もしく役務の提供を申し出た者は、
当該規定に従い処罰される可能性があります。なお、商標法第
110 条に基づく違反の審議は、商品の形態により登録された
商標であるかどうか考慮しなければなりません。同一形態で登
録された商標であるとき、本条に基づき違反とみなされます。
　　

 商標登録をしない所有者に関する権利

　商標登録をしない所有者に対しては、法律に基づく商標使
用の独占権及び商標侵害防止のための提訴権を与えていませ
ん。もっとも、第 46 条第 2 段落に基づき誠実の意思を有す
る者が、商標の知名度により利益追求のために、国民に商標
所有者と誤解させ、商標所有者に損害を与える際、他者の商
標を使用し、第三者に商品販売を行う者を訴える権利は消滅
しません。

　弊社では、商標登録に関する手続のお手伝いをしております。
興味をお持ち方はぜひお問い合わせいただければ幸いです。

Pakinnaka(ปกณิกะ) は、タイ語で「種々雑多なもの」を意味します。
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パーサータイで話タイパーサータイで話タイパーサータイで話タイ 実際に使えるタイ語の文章を
提供しております。

泰国自然探訪 タイ国内で自然を満喫できるお勧めスポットと、
そこに生息する生物についてご紹介させていただきます。

Vo l u m e

9

聞き取れません今月のお題 ファンマイタンฟงไมทัน

木村
部長

木村
部長

ソム
ジャイ
秘書

ソム
ジャイ
秘書

【例】
ムアギー プー（ト）ワー アライ ナ？
ファンマイタン
さっき何と言っていましたか？ 聞き取れま
せんでした。

เมื่อกี้พูดวาอะไรนะ ฟงไมทัน

コートーカ プー（ト）レウパイ
ファンマイタン チュアイプー（ト） ハイ　
チャーロン グワーニー ダイマイ カ
すみません。早ずきて聞き取れなかったん
です。もう少しゆっくり話してもらっていい
ですか。
ขอโทษคะ พูดเร็วไปฟงไมทัน ชวยพูดใหชา
ลงกวานี้ไดไหมคะ

POINT
会話する時に相手が言ったことを
よく聞き取れなかった場合、再度

話を聞きたい時に使われます。また、
話のスピードに理解が追いつかないよ
うなイメージがあります。

　バンコクから西へ110km、ミャンマーに隣接する
カンチャナブリ県は、山 と々渓谷に囲まれた自然の
宝庫です。カンチャナブリ市街から更に65 kmほど
北に位置するエラワン国立公園は、「タイで最も美し
い」と言われる滝が有名で、バンコクから公共交通
機関のみでアクセスできる利便性もあり、多くの外国
人観光客で賑わっています。公園内の滝を巡りなが
ら山を登れるようトレッキングコースが整備されてお
り、滝壷がある七箇所のポイントで川遊びを楽しむこ
とができます。水の中には幼魚の時期だけ古い角質
を食べるという習性を持つ天然のドクターフィッシュ
が住んでおり、水に身体を浸けてじっとしていると小
さな魚が次 と々集まり手や足の角質を狙ってつついて
くるのに驚かされます。最上流に位置する7番目の
滝は石灰棚でできたプールとエメラルドグリーンの水
がとりわけ美しいので、公園には時間に余裕をもって
入園し、全ての滝を制覇するのがお勧めです（公園

- カンチャナブリの桃源郷 「エラワン国立公園」
は16 時半に閉まります）。カンチャナブリは歴史公
園や観光名所が多いため旅行者向けの快適でリーズ
ナブルな宿泊施設が多いのも魅力のひとつです。自
然に囲まれたリゾートでリラックスすれば、山歩きの
疲れもリセットされることでしょう。

ガーンソンスーム　奨励　การสงเสริม ガーンロングトゥン　投資　การลงทุน

クン ソムジャイ ルー ルアン ガーン ダムヌーンガーン
コー ラッ（プ） ガーン ソンスーム ガーン ロントゥン カップ
ビーオーアイ マイ クラッ（プ)
（BOIへの投資奨励申請手続きのことを知っていますか）
คุณสมใจ รูเรื่องการดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนกับบีโอไอไหมครับ

アライナカ チュアイ プー（ト）イークロー（ブ）ヌン ダイマイ
カ ファンマイタン カ
（えっ、何ですか。もう一度言ってください。聞き取れませんでした。）
อะไรนะคะ ชวยพูดอีกรอบนึงไดไหมคะ ฟงไมทันคะ

ガーン コー ラッ（プ） ガーン ソンスーム ガーン ロントゥン 
クラッ（プ)
（投資奨励申請のことです。）
การขอรับการสงเสริมการลงทุนครับ

マイ クーイ ダイイン マー ゴーン ルーイカ ジャローン
チェッコームーン ドゥーナカ
（全然聞いたことがありません。確認してみます。）
ไมเคยไดยินมากอนเลยคะ จะลองเช็คขอมูลดูนะคะ
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タイで活躍する日系企業をAAPのお客様を中心にご紹介していきます。

タイビジネスインタビュー T h a i l a n d  B u s i n e s s  I n t e r v i e w

 御社の事業内容を教えてください。

大阪にある日本本社の大銑産業株式会社は、昨年 80 周年を
迎えました。鋳物、建設、土木、燃料金属機材、化学品などを
扱っている複合商社です。
タイ国内では、鋳物工場様向けの主原料販売が主事業です。自
動車、家電工場から発生する鋼屑を取扱っております。ローカ
ルの鋼屑収集業社から仕入を行い、日系の鋳物工場様に販売し
ております。

 タイ進出のきっかけを教えてください。

弊社客先様が海外進出をする中で、顧客のニーズに合わせたい
と感じ、東南アジアに拠点を探していました。リーマンショック
や洪水もありましたが、進出の流れは止まらなかった為、弊社も
2013 年にタイ進出することを決意しました。現在、日本人１名、
タイ人スタッフ４名（営業２名、経理、ドライバー）で仕事を行っ
ています。

 タイで会社を運営していく上で、
 苦労されたことはありますか？

弊社は、日本では鋳物関係の会社の中ではそれなりに知名度は
ありましたがタイでは実績がありませんでした。仕入先に日本人
である私が営業に行っても、「何をしに来たのか？」という様子で、
当初はなかなか相手にされませんでした。そこでこちらも取引先
からの条件をすべて受け入れ、とにかく商売を始めることで、３
年経った今やっと信頼関係を築けるようになってきました。

 タイ進出の現状はいかがですか？

タイ経済減速により、販売数量は当初の事業計画の予定には届
いていませんが顧客自体は増えておりますし今後販売数量も増え
ていく見込みです。
現在、自動車産業、鉄関連が伸び悩んでいるので、売上もそれ
に準じて厳し状況ではありますが、新規進出企業様も少しずつ
生産を上げておりますので、今後に期待したいと思います。

 御社の強みを教えてください。

現地仕入先と提携して商材を探していますので、仕入先が多方
面にあります。例えばチョンブリに工場がある客先には、同エリ
アの近くの取引先を探し輸送コストを抑えるなど、お客様のニー
ズに応えられるようなマッチングを心がけています。また、仕入
れ先とはタイ語でやり取りしますので通訳で時間を取られると
いったことはないと感じています。

今年１月にはベトナムのダナンに弊社の現地事務所を設立しまし
たので、今後はタイだけでなく、東南アジアをカバーしていく予
定です。

 最後にニュースレターを読まれている読者の方へ
 一言お願いします。

弊社は鋳物工場へ鋼屑及び合金鉄、副資材、機械等を販売す
る傍ら、ローカル企業と協力し鋼屑発生工場へも鋼屑購入のお
手伝いという形で営業しています。既にどこかに鋼屑販売をされ
ている会社様も販売ルートの見直しなどを弊社に御依頼頂きお
役に立っている事例もありますので、是非お声掛け頂けましたら
ありがたく存じます。

̶ありがとうございました。

お問い合わせ先

THAI DAISEN TRADING CO.,LTD.
住所： 1 Glas Haus Building 15th fl oor, Room No.1501/4,
 Soi Sukhumvit25, Klongtoey-Nue, Wattana,
 Bangkok 10110 Thailand
Tel : +66-2-260-3342
Fax: +66-2-260-3343
E-mail: s_ozono@daisensangyo.co.jp

タイビジネスインタビュー
タイで活躍する日系企業をAAPのお客様を中心にご紹介していきます。

vol.2
THAI DAISEN TRADING CO.,LTD
Managing Director
小園 聖さん
にお話を伺いました。
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今週の優秀な人材
バンコクにあるタイ国進出日系企業様向け人材紹介会社 

SAIYO RECRUITMENT CO.,LTD.
（サイヨーリクルートメント）から過去 1週間の推奨人材のお知らせです。

英語、日本語：簡単な基礎会話可
バンコク・ラカバン・バンプリー
15,000～18,000 バーツ

女性 22 歳
秘書・総務・コーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

1

英語：社内会話可、日本語：基本会話可
バンコク
35,000 バーツ

女性 29 歳
セールスアシスタント・オーバーシーパーチェス
言語

希望勤務地

希望給与

2

日本語：社内会話可
バンコク
50,000 バーツ

女性 36 歳
秘書・総務マネージャー

言語

希望勤務地

希望給与

3

日本語：社内会話可
バンコク
20,000 バーツ

女性 27 歳
セールスコーディネーター・ロジスティック
言語

希望勤務地

希望給与

4

日本語：基礎会話可
パトゥンタニ・アユタヤ
20,000～25,000 バーツ

 女性 23 歳
セールス・通訳

言語

希望勤務地

希望給与

5

日本語：日常会話
ラカバン・バンコク
23,000～25,000 バーツ

女性 23 歳
コーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

6

日本語：基礎会話可
バンコク
25,000 バーツ

女性 24 歳
セールスコーディネーター・セールス

言語

希望勤務地

希望給与

8

日本語：基礎会話可
バンコク
19,500 バーツ

女性 25 歳
セールスコーディネーター

言語

希望勤務地

希望給与

7

※上記以外にも登録者（タイ人・日本人）多数ございます。下記のウェブサイトで閲覧もできますし、
　直接弊社にお問い合わせいただいても構いません。
※上記求職者の詳しい資料のお問い合わせ、その他人材の募集、労務に関するお問い合わせや
　タイ国で就職希望の日本人の方のご相談等は日本人担当までご連絡ください。

        www.saiyo.co.th
        02-665-7289 ～ 91｠         02-661-6937
No.1,Room 1203 Glas Haus Building,12th Floor, Soi Sukhumvit 25 Sukhumvit Rd,

連絡先 Saiyo Recruitment Co.,Ltd

TEL FAX
HP
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 タイ経済指標 

項目 単位 2013 2014 2015 2016 

GDP成長率  前年比べ（％） 2.80 0.9 2.8 2.8（15年） 

人口* 千人 68,382 67,065 67,293（12月） 67,311（1月） 

労働者の数* 千人 39,808 38,963 39,165 38,417（2月） 

失業率** ％ 0.72 0.84 0.89 0.89（2月） 

最低賃金*  バンコク バーツ／日 300 300 300 300 

         チョンブリー  
300 300 300 300 

         アユタヤー  
300 300 300 300 

         ラヨーン  
300 300 300 300 

賃金：全国製造業の平均 バーツ 11,066 12,074 12,305 12,361（2月） 

インフレ率** 前年比べ（％） 2.19 1.90 ▲0.90 ▲0.52（2月） 

中央銀行政策金利* ％ 2.25 2.00 1.50 1.5（3月） 

普通貯金率** ％ 0.68 0.59 0.56 0.47（3月） 

ローン金利(MLR) ** ％ 7.16 6.96 6.75 6.68（3月） 

SET指数* 1975年：100 1,298.7 1,497.7 1,288.0  1,407.7（3月） 

バーツ／100円** バーツ 31.53 30.77 28.31 30.93（3月） 

バーツ／米ドル** バーツ 30.73 32.48 34.25 35.67（3月） 

円／米ドル** 円 97.6 105.84 121.0 115.4（3月） 

車販売台数（1月からの累計） 台数 1,337,631 884,346 795,905 119,523（2月） 

BOI認可プロジェクト 件数 2,016  1,662  2,237 347 （3月） 

BOI認可プロジェクト金額 10億バーツ 1,027.3 729.4 809.4 92.2（3 月） 

*期末、**平均 
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 タイ不動産情報 

販売物件 

No 物件 立地 価格（バーツ） 面積 (㎡) 備考 

SC0010 コンドミニアム オンヌット 2,850,000 30 1BD 

SC0020 コンドミニアム スクンビット 64 3,700,000 36 1BD 

SL0370 土地 サムットサーコーン 240,000,000 30 ライ 即 

RF0300 工場 サムットプラーカーン 9,500,000 500 即 

SF0350 工場 サムットプラーカーン 24,650,000 853 即 

 

 

 

賃貸物件：工場と倉庫 

No 物件名 立地 
月の家賃 

(バーツ) 
面積 (㎡) 備考 

RW0273 倉庫 バンナー 80,000 500 即 

RF0330 工場 サムットプラーカーン 145,000 1,070.75 即 

RF0030 工場 ランシット 120,000 659 即 

RF0282 工場 ラヨーン 102,100 486 即 

RF0290 工場 チョンブリー 287,500 1,150 即 

 

 

賃貸物件：オフィスとサービスオフィス 

No 物件名 立地 
月の家賃 

(バーツ) 

面積 

(㎡) 
備考 

RO0103 サービスオフィス アソーク 19,300 8.59 二人用 

RO0311 オフィス シットロム 89,100 165 即 

RO1761 オフィス ラチャダー 176,000 200 即 

RO0581 オフィス シロム 46,900 70 即 

RO8164 オフィス バンラック 57,920 90.5 即 
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賃貸物件：住居 

No 物件名 立地 
月の家賃 

(バーツ) 

面積 

(㎡) 
備考 

SC0011 コンドミニアム オンヌット 15,000 30 1BD 

RC0090 コンドミニアム アマタなコーン 6,500 33 Studio 

RC0103 コンドミニアム シーラシャ 30,000 50 1BD 

RA1330 アパート エッカマイ 20,000 100 3BD 

RA1342 アパート エッカマイ 65,000 200 3BD 

 

 

お問い合わせ先 

AAP Capital Co., Ltd. 

1 Glas Haus Building, 12 Fl., Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit 21 Rd., 

Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110  

TEL: +66-(0)-2-261-8182    FAX: +66-(0)-2-261-8183 

URL: http://www.aapcap.com 

担当： 

辻(日本語、タイ語) 

+66(0)-86-358-7298   tsuji@aapcap.com 

キッティカーン（タイ語、英語） 

+66(0)-81-989-2206  kittikan@aapcap.com 
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Property for rent:  Condominium in Sriracha (RC1002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google map   

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-e5UpB2QTJk.kRN_aOKHPM1U&usp=sharing 
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物件種別 コンドミニアム 立地 シーラチャー 

全階数 17 階 15 

面積 50 ㎡ 駐車場 1 台 

家具 有 家賃 (バーツ/月) 35,000 バーツ 

電気代 公料金 水道代 公料金 

契約期間 1 年 

周辺施設 

・Robinson シーラチャー 

・パヤタイ・シーラチャー病院 

・Surasak Montri 公園 

備考 ・Pinthong, Hemaraj, Amata の工業団地へのアクセスが良好 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z-e5UpB2QTJk.kRN_aOKHPM1U&usp=sharing


本年より生命保険・損害保険の仲介サービスを始めました。

インシュアランスニュースでは、身近なお金に関する話題をお伝えします。

今回はタイの交通事情のうち、交通事故と補償についてまとめました。

共に働く仲間である、現地従業員の方々へのご理解に、お役立ていただければ幸いです。

日本 タイ 世界保健機関（WHO)が２０１５年にまとめた交通事故に関するレポートで、

人口 １億２千７００万人 ６千７００万人 タイは２０１３年の人口１０万人当たりの交通事故死者数が３６・２人（ＷＨＯ

人口10万人あたりの交通事故死亡者 ４．７人 ３６．２人 推計値）と世界で２番目に多かったとの報告が発表されています。

自動車・バイク等の台数 ９１３８万台 ３２４８万台 (日本４.７人、ドイツ４.３人、米国１０.６人、中国１８.８人、韓国１２人)

（内） 自動車 ７６１４万台 １１８３万台 この事故の7割がバイク等に起因するものだと報告されています。

バイク・３輪等 １１９５万台 １９１７万台 左記の表から、タイでは自動車よりもバイク等の方が多いことがわかります。

公道制限速度 ６０km/h ８０km/h バイク搭乗時、ヘルメットの着用が法律で義務づけられていますが、

アルコールが関与する交通事故死 6% 26% 報告によると着用率はドライバーで５２％、後部席で２０％です。

血中アルコール濃度法定制限 0.03% 0.05% また飲酒に関係する死亡者数の多さも目に付きます。

参考：Global status report on road safety 2015(WHO)

日本 タイ バンコクではタクシー同様、バイクタクシーは非常にポピュラーな移動手段

傷害 　１２０万円 ８万バーツ 渋滞の多いバンコクでは、止まっている自動車の間を、蜂のようにすり抜ける

死亡 ３０００万円 ３０万バーツ 光景や、後部席に絶妙なバランスで横座りをする女性を多く見かけます。

後遺障害 ３０００万円 ３０万バーツ

保険料（自家用小型乗用車） １６３５０円 ６４５バーツ 自動車の強制保険や任意保険の補償についても、日本とは大きく異なります。

参考：日本損害保険協会


Office of Insurance Commission (Thailand)

一般的な補償内容 某社の１級自動車保険 傷害と保釈保証金です。日本と異なる点としては、物への賠償保険金額の方が

対人賠償 無制限 最大２００万バーツ/１人 人よりも高額なこと、また事故を起こした加害者は警察に逮捕されることがあるため

対物賠償 無制限 最大２５０万バーツ/事故 保釈保証金の補償がセットされている、などがあります。

死亡傷害（保険対象の運転者・搭乗者） ３０００万～５０００万円 ２０万バーツ/１人 タイの交通死亡事故の平均賠償額は３０～５０万バーツですが、外国人が

保釈保証金 なし ３０万バーツ 事故を起こした場合は高額な請求をされることもあるそうです。

その他
対物超過修理費用特約や弁護士

費用特約等、様々な特約がある
ほぼなし

任意保険の付保率 73.4% 40%

参考：自動車保険契約都道府県別普及率表（損害保険料率算出機構･2014年）

バンコクの一日の最低賃金･･･300バーツ

1バーツ＝3.2円（2016年4月23日時点）

 

  

　　　　      

任意自動車保険の補償

受給対象
自車両運転者は含めない

人への補償

自車両運転者含む

人への補償
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基本的に、補償の範囲が異なる３タイプから成り、補償も対人・対物・車両・

 Asia Alliance Partner Co., Ltd. 　 TEL: +66-(0)-2-261-8182    URL: http://www.aapth.com

     保険仲介業ライセンス№  　　　　生命保険 : ช00009/2558       損害保険 : ว00025/2558

強制自動車保険の補償（最大）

ですが、お客がヘルメットを着用している光景はあまり目にしません。

項目

     タイの交通事情 ～自動車保険～ 

AAP 保険部スタッフ 

  [ お問い合わせ先  ]  

 

日本人プランナー（日本語）          タイ人プランナー（タイ語）      

    藤木亜矢子                    ワニダ・チャンコン 

     Mail : fujiki@aapth.com              Wanida ・Changkhong 

     Mob : +66(0)-63-215-4015            Mail : wanida@aapth.com  

  Tel   : +66(0)- 2-261- 8182 （内線152）      Tel  : +66(0)- 2-261- 8182 （内線151）                                     

弊社では個人向けの自動車保険も取り扱っております。 

マイカー通勤規定を満たす補償内容のご相談、お見積など 

お気軽にお問い合わせくださいませ。 




